
改 定 の 内 容  

○小学校との連携  

■ 保育の内容の工夫、小学校との積極的な連携、子どもの育ちを支  

えるための資料の送付・活用  

○保育所の役割   

・保育所の役割（目的・理念、子どもの保育と保  

護者への支援など）、保育士の業務、保育所の社  
会的責任の明確化  

○保護者に対する支援   

・保育所の特性や保育士の専門性を生かした保護者支援   

・子どもの最善の利益の考慮、保護者とともに子育てに関わる視点、  

保護者の養育力の向上等に結び付く支援の重要性  

○保育の内容、養護と教育の充実  

■ 養護と教育が一体的に展開される保育所保育の  

特性とその意味内容の明確化  

t 養護と教育の視点を踏まえた保育のねらいと内  
容の設定   

・保育の内容の大綱化、改善・充実   

・誕生から就学までの長期的視野を踏まえた子ど  

もの発達の道筋   

・健康・安全及び食育の重要性、全職員の連携・  

協力による計画的な実施  

○計画・評価、職員の資質向上   

・保育実践の組織性・計画性を高めるための「保育課程」の編成   

・自己評価の重要性、評価結果の公表  

■ 研修や職員の自己研鏡等を通じた職員の資質向上、職員全体の専  

門性の向上   

・施設長の責務の明確化  

児童福祉施設最低基準の改正  

第35条 保育所における保育の内容は、健康状態の観察、服装等の異常の有無についての検査、自由遊び及び昼寝のほか、第12条第2項に  
規定する健康診断を含むものとする。  

第35条 保育所における保育は、養護及び教育を一体的に行うことをその特性とし、その内容については、厚生労働大臣がこれを定め  

改定に伴う今後の検討課題  

【今後のスケジュール】  

平成21年4月  

保育所保育指針の施行  

○指針の趣旨・内容の保育現場等への伝達■普及  

○保育内容の充実に資するための制度改正（児童福祉施設最低基準の見直し）  

※養護及び教育を一体的に行うという保育所保育の特性を明記。  

○保育所における人材の確保と定着  

○保育環境等の整備  

○保育の質の向上のためのプログラムの策定  
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新保育所保育指針について  
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「保育所における賞の向上のためのアクションプログラム」（平成20年3月28日公表）の推進  

1  実践の改善・向上   

～養護及び教育を一体的に行うという保育所における保育の特性を生かしつつ、常に保育の内容や方法を見直し、  
その改善■向上が図られるようにする。～  

① 自己評価の推進  

国は、保育現場における自己評価が円滑に実施され、養護と教育の充実が図られるとともに、当該自己評価を基盤とした客観的な   
第三者評価にも資するよう、保育士等及び保育所の自己評価に関するガイドラインを作成する。   

【現在の国における取組状況】  

○ 現在行っている調査研究の結果を受けて、自己評価に関するガイドラインを策定する予定。   

② 保育実践の改善・向上に関する調査研究の推進   

国は、事業者や民間団体等が行う保育実践上の課題に関する調査研究の支援に努めるとともに、当該研究成果の活用を  

図る。   

都道府県及び市町村においても、事業者や民間団体等が行う保育実践上の課題に関する調査研究を支援するとともに、  

当該研究成果の活用を図ることが望ましい。   

【現在の国における取組状況】  

喜○ 新保育所保育指針に基づく保育実践のためのDVDを作成し、各自治体に配布し、各地で行われる研修等に活用。  

③ 情報技術の活用による業務の効率化  

市町村は、情報技術の活用等を通じた保育所における業務の効率化のため、必要な措置を講じることが望ましい。   

④ 地域の関係機関等との連携  

市町村は、各地域の実情等に応じ、保育所が、地域子育て支援拠点、幼稚園、小学校、放課後児童クラブ、要保護児童対策地域   
協議会など地域の関係機関等と積極的な連携及び協力を図ることができるよう、必要な支援を行うことが望ましい。   

※ 都道府県t市町村が行うべき事項については、周知伝達済み。  
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2 子どもの健康及び安全の確保 ～保育所が、子どもが健康で安全に生活できる囁となるようにする。～  

（D 保健・衛生面の対応の明確化  

国は、保育所において感染症やその疑いが発生した場合の迅速な対応や、乳幼児の発達の特性に応じた健康診断の円滑な実施等の   
観点から、保育所における保健・衛生面の対応に関するガイドラインを作成する。   

【現在の国における取組状況】  

○ 現在行っている調査研究の結果を受けて、保育所における保健・衛生面の対応に関するガイドラインを策定する予定。  

② 看護師等の専門的職員の確保の推進  

国は、保育所における体調不良の子どもへの対応など健康面における対策の充実を図るため、看護師等の専門的職員の確保に   
努める。  

【現在の国における取組状況】  

○ 入所児童の健康・安全管理を充実させるほか、配慮が必要な子どもに対応するなど、保育所の機能の充実を図るため、保育所へ  
計画的に看護職員を配置する旨の来年度予算概算要求を行った。（定員121人以上施設を対象）  

嘱託医の役割の明確化  

国は、子どもの健康支援等に当たって嘱託医が十釧こその役割を果たせるよう、嘱託医の業務を明確化する。  

【現在の国における取組状況】  

○ 現在行っている調査研究の結果を受けて、嘱託医の業務の明確化をを含めて検討予定。  

④ 特別の支援を要する子どもの保育の充実   

都道府県及び市町村は、障害のある子どもをはじめ特別の支援を要する子どもの保育に関して、保育所と地域の関係機関等との   
連携が適切に図られるよう、必要な支援を行う。   

⑤ 地域の関係機関等との連携   

市町村は、保育所が、要保護児童対策地域協議会や母子保健連絡協議会など地域の関係機関等と積極的な連携及び協力を図ること   
ができるよう、必要な支援を行うことが望ましい。   

※ 都道府県・市町村が行うべき事項については、周知伝達済み。  
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保育所保育士の養成、研修等の現状  

職員の  質向上  

0職員：知識技能の修得、維持向上の努力義務  

○施設：研修の機会の確保義務  

保育所内での研修のほか、保育団体、地方公共  

団体主催の研修会に参加  

○指定保育士養成施設（544か所）   

（大学、短大、専修学校等での所定の  
課程（2年以上）の履修）  

又は  

○保育士試験（都道府県が実施）に合格  

資格取得者 約49，000人（年間）  

保育所勤務の保育士数（常勤換算）  

306，253人くうち非常勤28，179人）  

社会福祉施設等調査（H’17年）  

○保育の本質・目的（社会福祉、社会福祉援助技術、児童福祉、保育原理、養護原理、教育原理）  

○保育の対象（発達心理学、教育心理学、小児保健、小児栄養、精神保健、家族援助論）  

○保育の内容・方法（保育内容、乳児保育、障害児保育、養護内容〕  

0基礎技能 ○保育実習 ○総合演習  計68単位以上  
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量飢Ⅷ  

仇  

■戒披  
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4 保育を支える基盤の強化   

～1から3に掲げる保育所の取組を支えるための保育環境の改善・充実が図られるよう、国及び地方公共団体  

による支援体制等を整備する。～  

（》 評価の充実  

子どもの保育に加え、子どもの保護者に対する支援、地域における子育て支援、地域の家庭的保育への支援など幅広い機能を担う   
保育所の役割を踏まえ、国は、保育士等及び保育所の自己評価に関するガイドラインを作成するとともに、これを踏まえ、現行の   
第三者評価に関するガイドライン（「保育所版の『福祉サービス第三者評価基準ガイドラインにおける各評価項目の判断基準に   

関するガイドライン』及び『福祉サービス内容評価基準ガイドライン』等について」（平成1了年5月26日厚生労働省雇用均等・児童   

家庭局保育課長、社会・援護局福祉基盤課長連名通知））を改定する。〔一部再掲〕   

【現在の国における取組状況】  

○ 自己評価に関するガイドラインを踏まえて、現行の第三者評価に関するガイドラインを改定する予定。  

② 保育に関する研究成果等のデータベース化及び活用   

国は、保育実践の改善・向上等に関する各種研究成果、資料等をデータベース化し、保育士や研究者、行政関係者等が活用できる   
体制を整備する方策について検討する。   

【現在の国における取組状況】  

…○ 保育関係の各種研究成果・資料等のデータベース化及びその活用方策等について来年度調査研究を行う予定。  

③ 専門的な人材や地域の多様な人材の活用   

都道府県及び市町村は、保育所が、保育実践に関する専門的な人材や、地域において子育て支援に関わる多様な人材を活用して、   
地域の実情等に応じた様々な取組を行うことができるよう、人材の確保や必要な調整など体制を整備することが望ましい。   

④ 保育環境の改善・充実のための財源の確保  

国は、保育所における取組を支える保育環境を改善・充実するために必要な財源の確保に努める。   
都道府県及び市町村においても、保育所における取組を支える保育環境を改善・充実するために必要な財源を確保することが   

望ましい。   

【現在の国における取組状況】  

○ 保育サービスの推進のため、施設の軽微な改修等を推進するための保育環境改善事業について来年度概算要求を行った。  

※ 都道府県・市町村が行うべき事項については、周知伝達済み。   



児童福祉施設最低基準  

○ 保育所は、乳幼児が1日の生活時間の大半を過ごすところであり、その保育   
サービスの質を確保する観点から、国として児童福祉施設最低基準を定めている。  

［主な内容］  

＜職員配置基準＞  

・ 保育士  

0歳児 3人に保育士1人（3：1）  
3歳児  20：1  

※ただし、保育士は最低2名以上配置  

1t2歳児  
4歳以上児  

1
 
1
 
 

6
 
0
 
 

3
 
 

・ 保育士の他、嘱託医及び調理員は必置   ※調理業務を全て委託する場合は、調理員を置かなくても可   

＜設備の基準＞  
l  

l  ●  

l  

l  

l  

l  

l  

l  

t  

l  ■  
I  

l  

I  

1  

1  

1  

1  

1  

l   

0、1歳児を入所させる保育所：乳児室又はほふく室、医務室、調理室及び便所  
→ 乳児室の面積：1．65ポ以上／人   ほふく室の面積：3．3ポ以上／人  

2歳以上児を入所させる保育所：保育室又は遊戯室、屋外遊戯場、調理室及び便所  

※屋外遊戯場については公園等の付近の代替施設でも可  

→ 保育室又は遊戯室の面積：1．98ポ以上／人   屋外遊戯場の面積：3．3n了以上／人  
l＿＿．＿＿＿＿＿＿＿．＿＿＿＿＿＿ ＿ ＿ ＿＿＿＿，＿．＿．＿＿．＿．＿．＿ ＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿．＿＿＿＿＿．＿．＿．＿．＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿，＿－－■．■■一■ ■－■一一 ■■■■■■■■■■，－－・－・－－・－・－－－－－－－－一一一一   
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○ 保育所の設置は児童福祉施設最低基準に基づき必要な人員を配置し、設備を備える   
こととなっているが、その設備基準は昭和23年に制定されて以来、改正が行われて   
おらず、利用している乳幼児の発達や家庭的な雰囲気の中での生活の営みに適したも   
のになっていないとの指摘がなされている。  

○ このため、地方分権改革推進委員会での議論も踏まえ、乳幼児の生命・安全の保持   
や心身の健全な発達保障という観点から、現行の構造基準による設備の基準（数値基   
準）の科学的検証のほかに、乳幼児の生活・潮 ∃した保育環境   

■空間の基準（定性的基準）としてどのようなものが考えられるか検討を行う。  

2～ 検討凍ンバーについて  3 事業期間について  

○ 平成20年度中に、基準案及びガイド   

ラインを含めた報告書を作成し、報告を   
行う予定。  

○ 学識経験者  
・ 建築・設計に係る専門家  
・ 児童の発達に係る専門家  

○ 自治体関係者  
○ 保育関係者  
○ 保護者代表  
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保育所保育士配置基準  

乳 児   1 歳   2 歳   3 歳   4歳以上   

中央児童福祉    ■ 3：1・   □  

審議会の意見具甲  ヰ3年度：  6：1   こ（コ ニ1   3［〉：1  

（昭和37年度）  意見具申：  □   

23～26年度   10：1  30：1   

27へノ36   10：1  （10：1）：   30：1   

3 7 ■ 38   10：1〔9：1）  30：1   

39   8：1  9：1   30：1   

40   8：1  30：1   

41   （了：1〕  30：1   

42   6：1  3〔〉：1   

4、3   6：1  （25：1）；30：「  

44・～平成9  （3＝1）：  6‥1  20：1   30：1   

平成10～   3：1   6：1  20：1   30：1   

（1 人）  休憩保育士  

〔1 人）  主任保育士代替保育士  

（注）1．配置基準は、最低基準による。  

2．（）内ほ、保育所運営雪上あるいほ他の補助金による配置基準等である。  
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各国の保育制度（職員配置、施設設備の基準）  

国名   職員配置   施設・設備   

0 歳児  3：1   0 2 歳児未満  

日 本  1・2 歳児  6：1   乳児室（1人1． 6 5 ∩了）  

3 歳児  2 0：1   ほふ く 室（1人 3．3 ∩了）  

4・5歳児30：1  医務室、調理室、便所  

02歳以上児  

保育者は有資格者のみ  ほふ〈室又は遊戯室（1人1．9  

8汀f）  

屋外遊戯室（1人3．3∩了）、  

調理室、便所、保育用具   

ア メ リ カ   ○各州 ま ち ま ち   ○各州 ま ち ま ち   

フ ラ ン ス   ○所長及び保育職員の半数以上は  

乳幼児専門の資格者（集団保  

育所）  

○公立保育所   ○児童一人当た り の面積  

イ ギリ ス  1 1～ 6：1（年齢によ る）  0 ～ 2歳未満児   3．5 ∩イ  

○私立保育所   2 歳児  2．5 ∩イ  

0～2歳児3：1  3 歳児以上  2．3 ∩イ   

2～3歳児4：1  
3～5歳児8：1  

保育職員の半数以上は有資格者  

○ プ レスク ール   ○ プ レ スク ール  

ス ウ ェ ーデ ン              通常、15 名 ～ 2 0 名 の年齢混合  少な く と も 4 種類の部屋  

の グループに 3 名 の保育者   （食堂兼作業室、遊戯室、絵画木工  

（う ち 2 名 は有資格者）   室、小 遊戯室）   

○全 日保育   ○全日保育、半日保育  

ュ ー ジーラ ンド  （少な く と も1名が有資格者）   遊びに使えない場所を除いた空間  

2 歳未満児 5：1   1人 2． 5 n了  

2歳以上児（※）  屋外遊戯場（1人 5「パ）   

1～6名に保育者1名  

7～20名に保育者2名  

21～30名に保育者3名  
31～40名に保育者4名  
41～50名に保育者5名  

2歳未満児・以上児混合  

1～3名に保育者1名  

4名以上の場合は、※と同様  
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保育士の平均年齢、勤続年数及び平均賃金等について  

○ 保育士は、全産業と比較して、女性労働者の比率が高く、勤続年数は短い。  

○ また、きまって支給する現金給与額も、全産業と比較して低く、その待遇は、現在においても介護職員と  
近い状況にある。  

男  女  

きまって支給  きまって支給  

構成比   平均年昌宗   勤絹年数   する現金給与  平均年昌宗   勤続年数   する現金給与  

田   国   

全産業   68．8％   41．8歳   13．5年  372．了干円   31．2％   39．1歳   ＿皇」皇室  238．6手円   

保育士   4．2％   29．2歳   5．0年  229．2千円   95．8％   32．9歳   7．7年  217．9干円   

福祉施設介護昌   29．2％   33．2歳   4．9年  227．1千円   70．8％   37．2歳   5．3年  206．4千円   

ホームヘルパー   15．2％   37．6歳   3．9年  230．6千円   84．8％   44．7歳   4．5年  197．0千円  

（資料出所）平成18年賃金構造基本統計調査  
■■■■■■■■■一■■■■ ■■■■■■－■－●■－■－■－－－一一－－－－－－■－■－－－－－－－－ －－－－－■－－－－－－－－－－－－－－－■－■－－■－－－－－－－－－－－■－●－－－－－－－－－－－－－－■－－－■■■t■■■一■■■，■－－■－■●■■ ■■■■－■  

l  

；（参考）勤統年数等に応じた運営真の加算について l  
l  

≡1主任保育士の加算  
主任保育士の選任加算責を必要とするものと認定された場合には、一定額を加算する  

l  

l  

≡2 民間施設給与等改善妻の承言忍  

職員1人当たりの平均勤続年数を基礎に加算率を適用した運営責を支給する。  
1  

1  

：※ 職員1人当たりの平均勤続年数10年以上  12％加算  

7年以上10年未満 10％加算  
4年以上7年未満   8％加算  

4年未満   4％加算  
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科学的■実証的な調査・研究により継続的な検証を行っていく仕組みの導入（案）  

○下記の科学的■実証的な調査・研究により継続的な検証を行っていく仕組みを法令などで位置づける。  

1 瀾直し  

保育所保育指針の改定について、（定期的に）行うこととする。   

※ これまでの改訂経緯   

・昭和40年  保育所保育指針策定   

・平成2年  第一次改定   

・ 平成12年  第二次改定   

・ 平成19年  第三次改定  

2働低基 準の見直し   

保育所保育指針の改定を踏まえて、これに定める保育内容を実際に行えるよう、保育所の職員配置、施設設備等に関する  

最低基準を、財政的な観点を踏まえつつ、必要に応じて見直す。  

3働の向上のためのアクションプログラム   

保育所保育指針の改定等を踏まえて、保育の質の向上に資する保育所における各種の取組を支援する観点から、国が  
取り組む施策及び地方公共団体が取り組むことが望まれる施策に関する総合的なアクションプログラムを策定し、推進する。  

4制要な調査研究の実施   
追跡調査などにより、次回の保育所保育指針の改定等に資するために必要な科学的・実証的な調査・研究の蓄積を進める。  
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次世代育成支援のための新たな制度体系の設計に向けた基本的考え方（抄）  

（平成20年5月20日）  

3 サービスの宮の維持・・向上  

りノ全体的事項  

菜の高い専門性のあるサ【ビスを葦供することで、了どもの最善の利益を保障L∴子と   

もの健やかな育ちをま捜することが重要である 

保肯サ【ビス、放課後児童ケラプ、その他各種子爵て支援サ仰ビス、社会的養護など   

について、子の年齢、家露の抹軋サーとス利用暗闇、サ≠ビスへの親の関わり九サ   

【ビス提供斉：．見などに応じたサ【ビスの実の確保やその検証をキJつていくことが重要で   

あ五   

】筈束的に優れた人材健保をi】つていくためには、保竃士等の徒手看の処遇のあり耳は   

重要であり∴サービスの笑のl品j上に向けた取総が促進きれるような方策を併せて頑ほ・要す   

ペきである   

十2－ 保暫サ岬ビス  

i子どもの健やかな成長に大きな影響を及ぼす保帝サービスに耶Lては∴担い手に相応   

の専門性が必要である：．また、多様化する家族間層への対応∴現に対する支僅、神葬  

それに封拓こLた専  をもつ子どもの受入九など、保育サ岬ビスの裡う役刑が拡大Lノておt」、  

門性の向上も諌められる   

り 保持所に期待されている投藩主の拡大に墓石じ、人格形成期のすべての子どもに対する   

適切な保育が確保きれるよう、保宵士や専門職等の職員配正や、子どもの生ゴ希望間寄  

嘩 

保育瑞相等価掛・J剤＝ついては、利用者の意見や地域性、他力長井団体やサヤビス   

葦供看の割鰻工夫の発揮に十分配慮しながら、その維持・向上を回ることが必要であり、   
対空的・空言lぎ帥な詔書－j許常により雛j諌納な権莞首有子一つてい〈什鯛みを棒別してい（必   

専がある－   

、‾二‘保育サ…ビス且‖賀」を考えるに鰐Lては、誼口】保毒所を萎本とLTコ、モの他の認ロー   

保育所以外の皐様なサービスを視野に入れ、地域のすペての子どもの健やかな育ちを   

支援するたれ保背サービス今林を念頭においたま質jの向上を考える必要がある 

し〕保再サービスは、il政、サービス程供主体及び保護者か、連携・協力Lてサービスを   

改善Lていくという礪痛が重層である 
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